
入学許可予定者・保護者各位 

 

甲府第一高等学校 合格おめでとうございます 

 

これは、生徒の就学に必要な授業料や諸会費の納入等に関する重要な書類が入って 

います。必ずお読み下さい。 

また、それぞれの手続きに期限を設けています。期限内に提出していただきますよう

ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

【内 容】 

◆就学にかかる費用と各種支援制度のあらまし ・・・・・・・・・・・① 

◆高等学校等就学支援金のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・② 

◆入学料の減免・入学準備サポート事業・１人１台端末購入支援事業 ・③ 

◆諸会費（学校徴収金）の納入について ・・・・・・・・・・・・・・④ 

 

【同封した提出書類等一覧】 

■入学料・諸会費（一部）納入専用封筒（透明）（対象：全員） 

→入学式当日に、現金一万円を入れて持参して下さい。 

 

■諸会費（学校徴収金）口座振替関係書類（対象：全員） 

→諸会費の口座振替手続きは必ず行って下さい。 

詳細は、今回配布した資料④をご確認下さい。 

 

■「学校におけるアレルギー疾患への対応について」（対象：全員） 

→オリエンテーション当日に、保健室に提出して下さい。 

 

事務室からのお知らせ 



就学にかかる費用と各種支援制度のあらまし 

高校就学にあたっては、授業料や諸会費など、様々な費用がかかります。下記は、それらの費用（簡単な概要）とそれぞれに対する支援制度についての整理表です。 

参考にしていただき、各支援制度のご活用をご検討いただければと思います。 

 

項目 授業料  入学料 諸会費（学校徴収金） 

金額 
年額 118,800 円 
（月額 9,900 円） 

5,650 円 
（年額）1 学年：７９,２５５円     2 学年：7６,１５５円     3 学年：1１９,１９５円 

※上記金額は令和７年度のもので、年度ごとに金額が異なります。 
（研修旅行、副教材費が別途かかります。） 

概要 
県の条例で定められた県立高校
の授業料です。（全員に就学支援
金が支給される見通しです。） 

県の条例で定められた県
立高校の入学料です。 

強行遠足、進路指導費、図書整備費、生徒会費、PTA 会費、後援会費、同窓会入会積立金等のこ
とです。金額は学年や徴収月によって異なります。毎月２０日（土日祝の場合は翌営業日）に徴収さ
せていただきますので、毎月引落しができるよう通帳の残高確認をお願いします。 

支払方法       現金持参（入学式） 
口座振替 

※１学年のみ入学料と一緒に 4,350 円を現金納付していただきます。 

 

 

制度名 

 
就学支援金制度 

       （国の制度）就援金制度 
度） 

入学料減免制度 
（県の制度） 

諸会費（一部）減免制度 
（当校の制度） 

高等学校等入学準備 
サポート事業（県の制度） 

奨学給付金 
（国の制度） 

減免額 
支給額 

年額 118,800 円 
（月額 9,900 円） 

3 年間で 356,400 円 
5,650 円 学年によって異なります 

生徒一人あたり 
一律 50,000 円 

生活保護世帯：32,300 円 
非課税世帯第 1 子：122,100 円 
非課税世帯第 2 子：14３,700 円 

（令和６年度の場合） 

概要 
国が代わりに授業料を納付する
ため、授業料が実質無料となりま
す。 

入学式当日、一旦納入し
ていただきます。申請をし
て認定されれば、後日、全
額返還されます。 

諸会費（一部）について
免除する制度です。 

経済的に余裕のない世帯の子
供の高等学校等入学に要する
費用負担の軽減を図るための
給付金です。 

授業料以外の教育に必要な経費
の経済的負担の軽減を図る給付
金です。 

対象者 
全生徒 

（全員申請が必要です） 

災害の被災者や、生活保護家庭もしくは同程度の収入
の家庭。（収入基準については、家族構成や居住地によ
り異なります。） 

高等学校等に入学した生徒の
保護者で県内に住所を有する
者。保護者等全員の市町村民
税所得割額が非課税である世
帯。(生活保護世帯は対象外) 

保護者等が県内に住所を有し、生
活保護受給世帯、もしくは保護者
等全員の県民税所得割及び市町
村民税所得割額が非課税である
世帯。 

申請時期 
入学年度の４月と７月頃 
申請関係書類は今後、配付しま
す。 

入学年度の 4 月 
希望者に申請書類を配布
します。 

毎年７月頃通知し、申請
書類を配布します。 

入学年度の 4 月 
希望者に申請書類を配布しま
す。 

全学年に 7 月頃通知します。 
希望者に申請書類を配布します。 
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高等学校等就学支援金のお知らせ 

１ 県立高校の授業料について 

○高等学校等就学支援金制度（以下「就学支援金」という）に申請し、

支給要件に該当した場合は、授業料負担が実質０円となります。 

※就学支援金は直接支給ではなく、学校の授業料に充当されます。 

○全ての新入生が所得状況にかかわらず、必ず申請が必要です。   

○審査には保護者等全員の課税情報が必要です。 

 税申告がお済みでない場合は早急に税申告をお願いします。 

 

３ マイナンバーカードについて 

○お住まいの市町村へお問い合わせください。 

 

２ 就学支援金の申請について 

○現在、国会において就学支援金制度の所得制限等に関する制度見直し

が議論されています。年収要件は撤廃される可能性があります。 

○原則として、パソコンやスマートフォンを用いたオンラインとなりま

すので、マイナンバーカードを利用して保護者等の収入状況を登録す

る方法を推奨しています。 

○マイナンバーカードを持っていない場合やオンラインの環境がない

場合は課税証明書等を高校に提出することで申請が可能となります。 

○申請関係書類は、後日配付いたします。 

新入生保護者用 

４ ご質問等お問い合わせ先について 

○公立高校の就学支援金の制度について 

山梨県教育庁 高校教育課 ℡：０５５－２２３－１７６９ 

○申請方法や提出方法について 

 山梨県立甲府第一高校事務室 ℡：０５５－２５３－３５２５  

○オンラインシステムの操作方法について 

オンラインシステムヘルプデスク  

メールアドレス：e-shien-helpdesk@am.nttdata.co.jp 

令和８年３月５日現在 ②  



 

 

 

 

山梨県では修学を援助するために、県立高校の入学料減免制度を設けています。 

入学料の減免（全額免除）を希望される場合は、事務室に御相談ください。 

 

１  減免を受けることができるのは？ 

（令和８年度は対象者が改定となる可能性あります。後日、改めてお知らせします） 

  ・災害で被害を受けた場合 

    ・生活保護を受けている家庭及び同程度の収入の家庭の場合  等 

  

２ 必要な書類は？ 

【全員共通】 

・減免申請書 

・実情調査書（お住まいの市町村による証明が必要です） 

・令和７年及び最近３ヶ月の所得を証明する書類（同一世帯全員分） 

【該当する場合】 

・り災証明書、交通事故証明書、生活保護受給証明書等 

・その他必要に応じて 

（課税証明書、戸籍謄本、住民票、在学証明書、離職証明書等） 

 

３ 年間所得が基準額を超える場合は減免を受けることができません。 

但し、家族構成や住居地等によって基準額はそれぞれ異なります。 

例示）令和６年度（令和７年度以降基準額は改定となる可能性あり） 

  ○両親・高校生(本人)・中学生の４人家族の場合 

給与所得控除後の金額が 

       ・甲府市の場合    ：２３０万円程度 

       ・甲府市、南アルプス市、北杜市以外の市と 

昭和町の場合    ：２１０万円程度 

          ・その他の市町村の場合：２００万円程度 

                  

４ 修学を援助する他の制度      

  公益財団法人「山梨みどり奨学会」の育英奨学金貸与制度があります。 

家庭状況等により、提出書類、基準額等が異なります。 

詳しくは担任の先生に御相談ください。 

 

５ 授業料の減免について 

  授業料が原則無料となる就学支援金に該当しない場合、授業料が発生します。

授業料の減免制度を希望される場合は、担任の先生に御相談ください。 

  なお、今後、国の就学支援金制度の改正に伴い、授業料の取り扱いに変更が生

じる可能性があります。 

令和８年度 入学料の減免について 
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高等学校等入学準備サポート事業 
１ 事業内容 

経済的に余裕のない世帯の高校等へ入学する際の費用負担を軽減

するため、山梨県が独自に給付金を支給し支援を行う事業です。 

※事業の実施は、県議会における予算案の議決を経た上で確定となります。 

 

３ 給付金の額 

生徒一人につき５０，０００円を支給します。 

①制服 ②体育着 ③上履き ④体育館履き 

の購入を含めた高校入学の準備に必要な経費が対象です。 
※進学する高校等に学校指定の制服があり、着用が必須であることが必要です。 

 

支給の時期は８月を予定しています。  

４ 対象者 

保 護 者 等 全 員 の 道 府 県 民 税 及 び 市 町 村 民 税 の 所 得 割 が 非 課 税 の

世帯が対象です。 
※生活保護受給世帯は除きます。 

※令和８年４月１日時点で山梨県内に保護者等の住所があることが必要です。 

※令和６年の所得申告がされていることが必要です。 

２ 必要な手続 

給付金を受け取るためには申請が必要です。 
※申請書が必要な場合は、下記学校事務室にご連絡ください。 

  

 

５ お問合わせ先 

申請に関すること 

山梨県立甲府第一高等学校事務室   ℡055-253-3525 

制度に関すること 

山梨県教育庁 高校教育課   ℡055-223-1769 

 

③  



令和８年３月現在

県立高等学校等1人1台端末購入支援事業給付金の御案内

 経済的に余裕のない世帯の負担軽減を図るため、県立学校の授
業等で使用するＩＣＴ端末の購入に必要な費用を支援します。

次の１～３の全てに該当する方が対象です。
1. 山梨県内に在住し、県立学校等に入学又は転入学した方
2. 令和８年３月１２日以降に県立学校の授業等で使用するＩＣＴ端末

を保護者等の負担により購入した方
3. 次の（1）～（3）のいずれかに該当する方

(1)生活保護受給世帯の方
(2)保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯

の方※４人世帯の場合、目安年収約270万円未満となります。

(3)保護者等全員の「市町村民税の所得割の課税標準額×6％ －
税額調整額」の合計が51,300円未満の世帯の方
※４人世帯の場合、目安年収約270万円以上350万円未満となります。
※寄付金控除（ふるさと納税）、住宅ローン控除等が無い場合「市町村民税の所得割

の課税標準額×6％ - 税額調整額」は市町村民税所得割額になります。

１ 対象となる方

 学校から配布予定の申請書に御記入いただき、各学校が定める期日
までに提出してください。

【申請に必要な書類】次の①～④点のうち該当するものを提出していた
だきます。

(1)共通
① 申請書
② 領収書等（レシート可）の原本（購入日、本体の購入金額、販
売事業者名が分かるもの）

(2)-1 生活保護受給世帯の方
③ 福祉事務所⻑が発⾏する⽣活保護受給証明書の写し

(2)-2 保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税
世帯の方または保護者等全員の「市町村民税の所得割の課税標
準額×6％－税額調整額」の合計が51,300円未満の世帯の方

④ 保護者等全員の課税証明書等（①市町村が発⾏する課税証明書（課税標
準額・税額控除額が記載されているもの）、⼜は②市町村⺠税の特別徴収税額の
決定の写し、など、課税標準額が記載されている書類（市町村⺠税所得割額だけ
の記載のものは不可））

２ 必要な手続き

【令和８年度県立高等学校への入学者の保護者の方】③



３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

１ 生活保護受給世帯の方、保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割
が非課税世帯の方 → 対象金額の全額

２ 保護者等全員の「市町村民税の所得割の課税標準額×6％ － 税額調整
額」の合計が51,300円未満の世帯の方 → 対象金額の半額（１／２）
※世帯で購入した県立学校用の端末が２台目以降となる場合は、対象金額の

２／３

注）対象金額は、県教育委員会が紹介するＥＣサイトで購入できる端末の価格

（令和８年度は60,940円（税込））が上限です。

３ 支給金額

山梨県 教育庁高校教育課 管理奨学担当
ＴＥＬ：０５５－２２３－１７６９
ＭＡＩＬ：koukoukyo＠pref.yamanashi.lg.jp

お問い合わせ先

４ 想定スケジュール

申請書の
提出

給付金
の支給

県教育委員会での書類確認・審査

• 端末購入に、生活保護費や特別支援教育就学奨励費など他制度から支援を受けられる場合
は、当該支援費を除いた金額を対象金額として、給付金を支給します。

Ｑ 生活保護費や特別支援教育就学奨励費など他の制度から端末の購入費支援を受けられる場
合は、どうなりますか。

※申請書の配布や提出、支給の時期はあくまでも目安で、個別の審査状況等により変動します。

• 対象となるのは、販売事業者から購入した場合のみです。

Ｑ 個人から購入した場合も対象となりますか。

• 申請受理後、県教育委員会で対象者の確認・審査を行います。申請いただいても、対象者
であることを確認できない場合は、支給を受けられません。

Ｑ 申請をすれば必ず支給を受けられますか。

• 60,940円より安価な端末を購入した場合、対象金額はその購入金額となります。60,940円
より高額な端末を購入した場合、対象金額は60,940円となります。

Ｑ ECサイト（60,940円）以外で購入した場合はどうなりますか。

• 市町村民税所得割額では、寄付金控除（ふるさと納税）、住宅ローン控除等を受けている
場合に正確に所得状況を把握できないことから、「市町村民税の所得割の課税標準額×6％
－税額調整額」で判断させていただきます。

Ｑ 市町村民税所得割額で判断しないのですか。

制度の案内
申請書の
配付

• 制服、体育着等の購入支援をする高等学校等入学準備サポート事業給付金とは別制度です。
対象者であれば両方の制度から支給を受けられます。

Ｑ 山梨県公立高等学校等入学準備サポート事業給付金とは別の制度ですか。両方から支給を
受けることはできますか。

• 県立学校の授業で使用する端末の購入費を対象としているため、県立学校の入学許可予定者発
表（合格発表）予定日である３月１２日より前の購入は対象外となります。

Ｑ なぜ令和８年３月１２日より前に購入した場合は、対象とならないのですか。



「諸会費（学校徴収金）」の納入について 
※入学許可予定者全員のご家庭にお願いしております 

 

諸会費は、強行遠足、進路指導費、図書整備費、生徒会費、各種負担金など学校生活を送

るうえで必要な費用です。入学許可予定者全員が、次のとおり諸会費の納入手続きを、期限

までに必ず行ってください。 

 

①納入方法  口座振替による 

口座名義は、原則、生徒又は保護者の名義 

 

②納入手続  下記③の取扱金融機関に備えている「山梨県立学校徴収金等口座振替依頼

書」（白色用紙）〈ゆうちょ銀行の場合は、「自動払込利用申込書」（緑色用

紙）〉に必要事項を記入・押印（届出印）のうえ、当該金融機関の窓口に

提出してください。 

※届出印、通帳等口座が分かるものを忘れずに持参してください。 

※記入方法で不明な点があれば各取扱金融機関窓口にお尋ねください。 

※ゆうちょ銀行の用紙の「払込先」「払込金の種別」「払込日」の欄は、 

裏面の記載を参考に記入してください。「払込開始月」欄は空欄に 

してください。「備考」欄に必ず生徒名を記入してください。 

 

③取扱金融機関 山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・ 

県下農業協同組合・ゆうちょ銀行 

※口座振替は次のとおり手数料が発生します。当該手数料は納人の負

担になります。 

 ・山梨中央銀行  ・・・・５５円（月毎） 

・その他の取扱金融機関・・１０円（月毎） 

※また、山梨中央銀行を御利用の方は、山梨中銀 Biz ダイレクト基本 

 手数料を生徒一人あたり年額 85 円程度ご負担いただきます。（５月 

の振替時に併せて振り替えさせていただきます。） 

 

④手続期限     令和８年３月２７日（金）まで 

   銀行での手続きが完了したら、 

          ↓ 

     ・お手元に口座振替依頼書の控えが残った場合 

→令和８年３月末日までに控えを当校事務室まで届けてください。（郵送可） 

※ゆうちょ銀行の方は、届けは不要です。そのまま、手元に保管して下さい。 

・お手元に控えが残らなかった場合 

→手続きは以上で終了です。 

４ 





   

甲一高第 251643 号  

令和８年３月１２日  

保護者各位  

 

山梨県立甲府第一高等学校  

校 長 飯 島 清 樹  

 

 

学校におけるアレルギー疾患への対応について  

 

 アレルギー疾患のある生徒が、安全な学校生活を安心しておくることができる

よう、学校生活の中での配慮・管理を希望される場合は、下記により学校生活管

理指導表の配付を申し出てください。 

学校生活管理指導表（医師が記入）を提出していただいた後に、保護者と具体

的な取組について相談することとしています。 

 

＊学校でアレルギー疾患に対して配慮・管理を行う対象の生徒 

・医師が学校での配慮・管理を必要と判断している。 

・医師が記入した学校生活管理指導表が提出されている。 

 

＊「医師が学校での配慮・管理が不必要と判断された場合」、「家庭で管理を

行っていない場合」「保護者のみの判断」は、対象外とする。  

 

キ リ ト ル 

 

 アレルギー疾患があり、医師等の指示により配慮や取組が必要なことから、  

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を希望します。  

 

受検番号    性別（ 男 ･ 女 ）  

出身中学校   

生徒氏名   

保護者氏名   

 

※3/19 オリエンテーション終了後、直接保健室 (校舎 1 階東 )へ提出してくださ

い。  

 










